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各‖;道府県
'll事

宛て

厚生労働省医政局長 (平成 22年 4月 14日 発)

医師法第 16条の 2,jl項に規定する臨床研修に1月 する省令の施行について

観点から、illll`ち して1臨床 llll修 を行 うこと。

● 地域 |ク1療 のシステノ、化を1劇 り、研修り

'i院

群における緊密な連携を|,tつ ため、構

成するり

',院

、施litは、同一の二次 |ウ:療 1巻1内 又は同 一の静;道府猟t内 にあることが

望ましい。

1`4り ′え23イ li度 臨床石サ「修 1'i「完一覧か ら

総″i院群数 ;1038

大学り

'il坑

がり:彎 幹′11      111

協ノ」ノ11に 大学病院を含1し  ヽ 293
大学り

'f院

てとのitlりちなし   631(60.81,)

|:卜               1()138

大学サ′il塊 ィ七υ)illilり ちなし    631サ

'i院

群のillll`ち 1大 7兄

餞協ノJり,i院 3どス|｀

‐
     152(71.6'お )

協ノ」り,f院′げス上     171)
(連 |りち数が多い 171)病 1先群の中に

|11-1欠療 1巻1内 、卜1-県内にない病院の現実的でない連携が多 く含まれる

1/711:北海道か ら沖沼Lのり,,院 まで含む病院群など)

||‖ 題点

|だ 政り;1長 通達に |り 1記 されている r)↓ 点が欠女11し ている病 1塊群がイリ戯行 している

総 1()38σ )り

',1塊

群 と基幹病 1塊 を分析すると

1 入学病院 とのi■ lりちがない病院祥が約 2′
.3を

ll r)る

2.:菫携状況が

`t弱

な病院 1祥 が約2/3を 占める (大学病院 と連携なし病院祥で)

3.「J一の医療圏内、都道府明t内 にあることが望ましい。ルールが無視されている




